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「スマートキッズベルト T M」に関する誤った報道について 
 
 弊社が国内総代理店として販売している「スマートキッズベルト T M」の E マーク認証に
関する誤解とそれに基づく誤った主張が⼀部のメディアにおいて報道されています。弊社
としては改めてメーカーに確認を⾏い、E マーク認証への対応状況を整理いたしましたの
で、下記の通りお知らせいたします。また、誤った情報を掲載しているメディアに対し今後
是正を求めて参ります。 
 
弊社は、これからも消費者の皆様の安⼼・安全を最優先にスマートキッズベルトを販売し

て参ります。 
 

記 
 

誤った主張： スマートキッズベルトは UN（ECE）R44/04 の基準を満たしているが、
「ブースタークッション」型であるため、2017 年 2 ⽉の同基準の改正に
合わせ対象を⾝⻑ 125cm 以上、体重 22kg 以上であると注意喚起するべ
きである。 

 
正しい認識： UN(ECE)R44/04 については、2017 年 2 ⽉に Supplement として新たな

基準が追加され、背もたれなしの「ブースタークッション」型については
⾝⻑ 125cm 以上、体重 22kg 以上が対象となっています。 
 
しかし、スマートキッズベルトは 「ブースタークッション」型ではない
ため、この新基準の対象となるものではありません（別紙「認可証明書」
項⽬ 1.2 参照）。 
 
そもそも旧基準に従って取得された E マーク認証が Supplement による
基準変更によって取り消されるものではありませんが、新基準に照らし
ても、従来通りスマートキッズベルトの対象は、適応体重 15kg 以上 〜 
36kg 以下、⽬安年齢 3 歳 〜 12 歳となっております。 

 
以上 



 

 
 
 
 

＜別紙「認可証明書」＞ 



 


